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船舶事故調査報告書 

 

                              令和３年３月１７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和２年９月２２日 ０４時４５分ごろ 

発生場所 富山県伏
ふし

木
き

富山港外港 

 国
こく

分
ぶ

東防波堤灯台から真方位０１５°２３０ｍ付近 

 （概位 北緯３６°４８.５′ 東経１３７°０３.５′） 

事故の概要  漁船浜
はま

八
はち

丸は、南南西進中、また、プレジャーボートビクトリー・

ハンター号は、北西進中、両船が衝突した。 

 浜八丸は、船長が負傷し、操舵室等の破損を生じ、また、ビクトリ

ー・ハンター号は、同乗者２人が負傷し、右舷船首部外板の破口等を

生じた。 

事故調査の経過  令和２年９月２５日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 浜八丸、１.７トン 

   ＴＹ３－４５９４（漁船登録番号）、個人所有 

   ７.８５ｍ（Lr）×２.３０ｍ×０.８６ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、６０kＷ（動力漁船登録票による）、平成１５年

１１月２２日 

Ｂ プレジャーボート ビクトリー・ハンター号、５トン未満 

   ２４２－２４２１３富山、個人所有 

   ７.０２ｍ（Lr）×２.５７ｍ×１.３７ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、９５.６２kＷ、平成１１年８月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ ４４歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成１１年１０月１８日 

    免許証交付日 令和元年６月１０日 

           （令和６年１０月１７日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ ５０歳 

   二級小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成２１年５月２９日 

    免許証交付日 令和元年５月１６日 

           （令和６年５月１５日まで有効） 
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 死傷者等 Ａ 重傷 １人（船長Ａ） 

Ｂ 重傷 １人（同乗者Ｂ１）、軽傷 １人（同乗者Ｂ２） 

 損傷 Ａ 操縦室及び左舷外板に破損 

Ｂ 右舷船首部外板に破口、右舷船底部外板に擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南西、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 高潮時 

日出時刻：０５時３９分ごろ 

常用薄明開始時刻：０５時１４分ごろ 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、伏木富山港内港国分区北東方沖

約１海里の漁場で、前日に仕掛けていた刺し網の揚収を終えて帰港す

ることとし、令和２年９月２２日０４時３５分ごろ伏木富山港内港国

分区の係留場所に向け、法定灯火を表示し、同漁場を出発した。 

 船長Ａは、操縦室で、甲板下に備えたいけす
．．．
の蓋の上に立った状態

で操船に当たり、舵輪及びリモコンレバーを使用した手動操舵によ

り、約１４km/h の速力（対地速力、以下同じ。）で南南西進してい

た。（写真１～写真３参照） 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ Ａ船（本事故後）    写真２ 航海灯（本事故後） 

（写真１及び写真２の操縦室、マスト及び航海灯は本事故後に新たに

取り付けられたものであり、本事故当時のマスト及び航海灯は操縦

室の左舷側に取り付けられていた。） 

 

 

  

 

 

 

 

 

写真３ Ａ船（本事故当時） 

 

 船長Ａは、０４時４３分ごろ国分東防波堤灯台北北東方沖７００ｍ

付近に達し、目視により周囲の見張りを行いながら航行していたとこ

ろ、０４時４５分ごろ至近に船舶のエンジン音が聞こえ、体に衝撃を

白色全周灯 

両色灯 

船長Ａが立っていた場所 

（甲板上からの高さ約２２cm） 
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感じた直後、右舷側の海中に投げ出された。 

 船長Ａは、海面に浮上したところ、付近で漂泊しているＢ船を認

め、Ａ船とＢ船とが衝突したことを知った。 

 船長Ａは、Ｂ船に引き上げられた後、電話で海上保安庁に本事故の

発生を通報し、Ｂ船によって伏木富山港内港国分区に移送された後、

救急車で病院に搬送され、左肋骨骨折等と診断された。 

 Ａ船は、巡視艇に横抱きされ、伏木富山港内港国分区に到着した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、同乗者Ｂ１、同乗者Ｂ２及び同

乗者Ｂ３を乗せ、法定灯火を表示していない状態で、０４時３５分ご

ろ富山県氷見
ひ み

市氷見港東方沖の釣り場（以下「本件釣り場」とい

う。）に向け、伏木富山港内港伏木区の係留場所を出発した。 

 船長Ｂは、操舵室前方にある座席の左舷側に同乗者Ｂ１を、右舷側

に同乗者Ｂ２を、後部甲板に同乗者Ｂ３をそれぞれ座らせ、自らが操

縦室の椅子の後方に立ち、操縦室左右の窓及び後方の出入口を開けた

状態で、ＧＰＳプロッターを作動させ、手動操舵で操船に当たってい

た。（写真４～写真６参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真４ Ｂ船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真５ 船長Ｂの操船姿勢  写真６ 操縦室前方の座席 

 

 船長Ｂは、伏木富山港外港を北西進した後、‘富山県高岡市雨
あま

晴
はらし

海

岸北西方に所在するマリーナの入口の右舷標識及び左舷標識’（以下

「本件標識灯」という。）付近で右転して本件釣り場に向かうことと

同乗者Ｂ１ 同乗者Ｂ２ 
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し、０４時４１分ごろ高岡市万葉岸壁東端の東方沖約４００ｍ付近で

左転して本件標識灯を船首目標とし、約２４km/h の速力で北西進を

開始した。（写真７参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真７ 本件標識灯 

 

 Ｂ船は、万葉岸壁東方沖を北西進中、船長Ｂが、０４時４３分ごろ

周囲を目視で確認した際、他船を認めなかったので航行の支障となる

他船はいないものと思い、本件標識灯を注視して航行していたとこ

ろ、操縦室の前面の窓越しに船首方右舷至近に迫ったＡ船の船体を認

めた直後、Ｂ船の船首部とＡ船の左舷中央部とが衝突し、Ａ船を乗り

越えた。 

 衝突の衝撃により、同乗者Ｂ１及び同乗者Ｂ２は座席に体を強打

し、同乗者Ｂ３は海中に投げ出された。 

 Ｂ船は、船長Ｂが船長Ａと同乗者Ｂ３をＢ船に引き上げた後、伏木

富山港内港国分区に移送し、同乗者Ｂ１及び同乗者Ｂ２が救急車で病

院に搬送され、同乗者Ｂ１が第１腰椎破裂骨折等、同乗者Ｂ２が右肩

打撲等とそれぞれ診断された。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真８ Ｂ船のＧＰＳプロッターの

航跡、写真９ Ｂ船のＧＰＳプロッターの航跡（拡大） 参照） 

 その他の事項  船長Ａは、本事故発生場所付近を航行した経験が約２０年あった。 

 船長Ａは、救命胴衣を操縦室に置いていたものの、操業時の作業の

邪魔になるので着用していなかった。 

 船長Ｂは、夜間に本事故発生場所付近を航行した経験が約２０～３

０回あった。 

 船長Ｂは、出航時、法定灯火を表示することを失念していた。 

 船長Ｂ、同乗者Ｂ１、同乗者Ｂ２及び同乗者Ｂ３は、救命胴衣を着用

していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 

Ａ なし、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

雨晴海岸から撮影 
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 判明した事項の解析  Ａ船は、伏木富山港外を約１４km/h の速力で南南西進中、船長Ａ

が、目視により周囲の見張りを行いながら航行していたところ、左舷

方から接近するＢ船を認めることができなかったことから、Ｂ船と衝

突したものと考えられる。 

 船長Ａは、Ｂ船の法定灯火が表示されていなかったことから、左舷

方から接近するＢ船を認めることができなかったものと考えられる。 

 Ｂ船は、法定灯火が表示されていない状態で伏木富山港外港を約２

４km/h の速力で北西進中、船長Ｂが、周囲を目視で確認した際、他

船を認めず、航行の支障となる他船はいないものと思い、船首目標で

ある本件標識灯を注視して航行を続けたことから、右舷方から接近す

るＡ船に気付くのが遅れ、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

 船長Ｂは、出航する際、法定灯火を表示することを失念していたも

のと推定される。 

原因  本事故は、夜間、伏木富山港外港において、Ａ船が南南西進中、Ｂ

船が法定灯火を表示していない状態で北西進中、船長Ａが、左舷方か

ら接近するＢ船を認めることができず、船長Ｂが、周囲に航行の支障

となる他船はいないものと思い、船首目標である本件標識灯に意識を

向けて航行を続けたため、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、夜間航行中は、特定の光源のみに意識を向けることな

く、全周にわたって常時適切な見張りを行うこと。 

 ・船長は、日没から日出までの間に出航する場合、法定灯火を表示

すること。 



 

付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

国分東防波堤灯台 

事故発生場所 

（令和２年９月２２日 

０４時４５分ごろ発生） 

Ｂ船 

富山県高岡市 

-
 
6
 
- 

伏木富山港 

内港国分区 万葉岸壁 

本件標識灯 

伏木富山港外港 

０４時４３分ごろ 

定置網 定置網 

ふだんゴムボートが漂泊している海域 

石川県 

富山県 

富山湾 

富山県高岡市 

氷見港 

潜堤 

雨晴海岸 

マリーナ 

本件釣り場 

Ｂ船が出発した伏木富山港

内港伏木区の係留場所 

０４時４１分ごろ 

０４時４３分 

ごろ 

０４時４０分ごろ Ａ船 
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写真８ Ｂ船のＧＰＳプロッターの航跡 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真９ Ｂ船のＧＰＳプロッターの航跡（拡大） 

 

事故発生場所 

事故発生場所 

事故後に反転 事故後に伏木富山港内港国分区に向かった 

事故直前の航跡 


